
 令和７年 教育委員会 

 

第２回 臨時会 議事日程 
 

                  令和７年３月31日（月） 

 

第１ 議 案 

【 子ども総務課 】 

（１）議案第 12 号「令和７年度教育委員会事務局幹部職員の異動」【秘密

会】                          

（２）議案第 13 号「千代田区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する

規則」                         

（３）議案第 14 号「千代田区教育委員会規則で定める様式における公印の

押印の特例に関する規則」                

【 子ども支援課 】 

（１）議案第 15 号「千代田区立幼稚園使用条例施行規則の一部を改正する

規則」                          

（２）議案第 16 号「千代田区立こども園処務規程の一部改正」   

【 指導課 】 

（１）議案第 17 号「千代田区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則」                       

（２）議案第 18 号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例施行規則の一部を改正する規則」            

（３）議案第 19 号「幼稚園教員・九段中等教育学校教員の採用等について」

【秘密会】                       

 

第２ 報 告 

【 子ども総務課 】 

（１）令和７年度教育委員会事務局一般職員の異動について【秘密会】 

 

 



議案第 13号 

 

千代田区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について 

 

 

１ 改正理由 

令和７年度における各課の分掌事務の変更に伴い、所要の改正を行う必要があ

る。 

 

２ 改正例規 

  千代田区教育委員会事務局処務規則（平成３年千代田区教育委員会規則第１号） 

 

３ 改正内容 

  子ども総務課の分掌事務、子育て推進課の分掌事務及び子ども施設課の分掌事

務を見直す（別表第３関係）。 

 

４ 新旧対照表 

別添のとおり 

 

５ 施行期日 

令和７年４月１日 

   

教 育 委 員 会 資 料 

令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 

子 ど も 総 務 課 
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議案第13号 

 

千代田区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 

 千代田区教育委員会事務局処務規則の一部を次のように改正する。 

 

新（改正後） 旧（現 行） 

別表第３（第８条関係） 別表第３（第８条関係） 

 課 分掌事務   課 分掌事務  

 子ども総務

課 

(１)から(10)まで （現行

に同じ。） 

  子ども総務

課 

(１)から(10)まで （略）  

 (11) 私立幼稚園並びに私

立専修学校及び私立各種

学校の認可、届出の受理

等に関すること。 

  (11) 私立幼稚園並びに私

立専修学校及び私立各種

学校に関すること。 

 

 (12)から(17)まで （現行

に同じ。） 

  (12)から(17)まで （略）  

 (18) 子どもの権利推進に

関すること。 

  (18) 教育政策に関するこ

と。 

 

 (19) （現行に同じ。）   (19) （略）  

 子ども支援

課 

(１)から(９)まで （現行

に同じ。） 

  子ども支援

課 

(１)から(９)まで （略）  

 子育て推進

課 

(１)から(６)まで （現行

に同じ。） 

  子育て推進

課 

(１)から(６)まで （略）  

 (７) 子ども・子育て支援

施策に係る手当等に関す

ること。 

  (７) 次世代育成に係る手

当（児童手当を含む。）、

児童育成手当、児童扶養

手当及び特別児童扶養手

当に関すること。 

 

 (８)及び(９)まで （現行

に同じ。） 

  (８)及び(９) （略）  

 子ども施設

課 

(１) 学校施設及び児童福

祉施設の維持管理に関す

ること（中等教育学校を

除く。）。 

  子ども施設

課 

(１) 学校施設及び児童福

祉施設の維持管理に関す

ること。 

 

 (２) 学校施設及び児童福

祉施設の改築及び整備に

関すること。 

  (２) 学校施設及び児童福

祉施設の改築及び整備に

関すること（中等教育学

校の施設改修を含む。）。 

 

 (３)から(７)まで （現行

に同じ。） 

  (３)から(７)まで （略）  

 学務課 (１)から(14)まで （現行

に同じ。）  

  学務課 (１)から(14)まで （略）  

 指導課 (１)から(20)まで （現行

に同じ。） 

  指導課 (１)から(20)まで （略）   
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  備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の

欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分

を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。 

 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



議案第 14号 

 

千代田区教育委員会規則で定める様式における公印の押印の特例に関する規則 

 

 

１ 制定理由 

令和７年３月 17 日付６千政総務発第 903 号で区長部局において公印押印を省

略できる文書の範囲の取扱いについての通知があった。 

当該通知を受け、教育委員会として公印押印を省略できる文書の範囲の取扱い

を区長部局の通知に準じて取扱うものと定めることとした。 

このため、当該定めに応じて、千代田区教育委員会規則で定める様式（公印の

押印を求めているものに限る。）の取扱いについて規則で定める必要がある。 

 

２ 制定規則 

  千代田区教育委員会規則で定める様式における公印の押印の特例に関する規

則（令和７年千代田区教育委員会規則第７号） 

 

３ 内  容 

  公印押印を省略できる文書の範囲が拡大されることに伴い、教育委員会規則で

定める様式（公印の押印を求めているものに限る。）について、公印省略ができる

場合であって、現に公印省略として取り扱うときは、当該様式中の押印を求める

定め（印の箇所）を削除し、又は訂正して使用できるようにする。 

 

４ 施行期日 

令和７年４月１日 

   

教 育 委 員 会 資 料 

令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 

子 ど も 総 務 課 

 



議案第14号 

 

千代田区教育委員会規則で定める様式における公印の押印の特例に関する規則 

 

 千代田区教育委員会規則で定める様式における公印の押印の特例に関する規則を次

のように制定する。 

 

千代田区教育委員会が別に定めるところより公印の押印を省略できる場合であって、

必要に応じ公印の押印を省略するときは、千代田区教育委員会規則で定める様式にかか

わらず、押印に関する部分を削除し、又は訂正して使用することができる。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



議案第15号 

 

千代田区立幼稚園使用条例施行規則の一部を改正する規則 

 

千代田区立幼稚園使用条例施行規則（昭和62年千代田区教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。 

新（改正後） 旧（現 行） 

（定義） （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次

の各号に掲げる用語について、当該各号に

定めるところによるほか、条例における用

語の例による。 

第２条 この規則における用語の意義は、次

の各号に掲げる用語について、当該各号に

定めるところによるほか、条例における用

語の例による。 

(１)から(４)まで （略）  (１)から(４)まで （現行に同じ。） 

(５) 預かり保育 短時間保育を実施する

時間以外の時間に実施する保育をいう。 

 

 (６) （略）  (５) （略） 

（休業日） （休業日） 

第４条 幼稚園における休業日は、次の各号

のとおりとする。 

第４条 幼稚園における休業日は、次の各号

のとおりとする。 

(１) 短時間保育 千代田区立学校の管理

運営に関する規則（昭和53年千代田区教

育委員会規則第４号）第32条に定める休

業日 

(１) 短時間保育 千代田区立学校の管理

運営に関する規則（昭和53年千代田区教

育委員会規則第４号）第32条に定める休

業日 

(２) 長時間保育 (２) 長時間保育 

ア 日曜日 ア 日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日 

ウ 12月29日から翌年１月３日までの日

（前号に掲げる日を除く。） 

ウ １月２日及び同月３日 

 エ 12月29日から同月31日まで 

エ その他千代田区教育委員会（以下「委

員会」という。）が定める日 

オ その他千代田区教育委員会（以下「委

員会」という。）が定める日 

（預かり保育の実施） （預かり保育の実施） 

第11条 園長は、在園する幼児（千代田幼稚

園及び昌平幼稚園においては短時間保育の

みを受ける幼児に限る。）が短時間保育の

実施時間以外の時間において保育を必要と

する場合は、預かり保育を実施する。 

第11条 園長は、その在籍する幼児（千代田

幼稚園及び昌平幼稚園においては短時間保

育の実施を受ける幼児に限る。）が当該教

育の実施時間帯以外において保育を必要と

する場合は、次の各号に定めるところによ

る保育（以下「預かり保育」という。）を

実施する。 

 (１) 実施時間 短時間保育の終了時から

午後４時30分までの範囲で行うものとす

る。 

 (２) 実施園 区立幼稚園全園 

 (３) 対象者 実施園の園児のうち、預か

り保育を必要とする園児とする。 

 (４) 実施日 第４条第１号に定める休業



日以外の短時間保育を実施する日 

２ 預かり保育の休業日は、次に掲げるとお

りとする。 

(１) 土曜日及び日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律に規定する

休日 

(３) 12月29日から翌年１月３日までの日

（前号に掲げる日を除く。） 

 

(４) その他委員会が定める日  

３ 預かり保育の実施時間は、次に掲げると

おりとする。 

 

 (１) 午前７時30分から短時間保育の開始

時間まで 

 

 (２) 短時間保育の終了時間から午後６時

30分まで 

 

(３) 前２号の規定にかかわらず、短時間

保育の休業日にあっては、午前７時30分

から午後６時30分まで 

 

４ 預かり保育は、前項各号に掲げる時間帯

のうち保護者の希望する一の連続する時間

帯（短時間保育の実施日においては短時間

保育時間と連続する時間帯をいう。）にお

いてこれを受けることができる。 

 

５ 同一日において第３項第１号及び第２号

に定める実施時間内に預かり保育を受ける

場合における当該預かり保育の実施時間の

算出については、同項各号に定める実施時

間のうち、現に預かり保育を受けた時間（次

項において「保育時間」という。）を通算

することができる。 

 

６ 預かり保育料の額は、保育時間が１時間

（当該保育時間が１時間に満たないとき

は、１時間とみなす。以下この項において

同じ。）につき100円とし、引き続き預かり

保育を受けるときは１時間を経過するごと

に100円を加算する。 

２ 預かり保育料の額は、保育時間が１時間

（１時間に満たないときは、１時間とみな

す。以下この項において同じ。）につき100

円とし、引き続き預かり保育を受けるとき

は１時間を経過するごとに100円を加算す

る。 

７ 預かり保育料は、後納とし、委員会が定

める日までに納入しなければならない。 

３ 預かり保育料は、後納とし、委員会が定

める日までに納入しなければならない。 

（預かり保育の額の特例） （預かり保育の額の特例） 

第11条の２ 子ども・子育て支援法（平成24

年法律第65号）第30条の４第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する施設等利用

給付認定子どもに係る預かり保育料の額

は、前条第６項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げ

る額とする。 

第11条の２ 子ども・子育て支援法（平成24

年法律第65号）第30条の４第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する施設等利用

給付認定子どもに係る預かり保育料の額

は、前条第２項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げ

る額とする。 

(１) 当該月における預かり保育料の額の (１) 当該月における預かり保育料の額の



合計額（前条第６項の規定に基づき算出

した額。次号において同じ。）が11,300

円以下の場合 ０円 

合計額（前条第２項の規定に基づき算出

した額。次号において同じ。）が11,300

円以下の場合 ０円 

(２) 当該月における預かり保育料の額の

合計額が11,300円を超える場合 当該月

における預かり保育料の額の合計額から

11,300円を控除して得た額 

(２) 当該月における預かり保育料の額の

合計額が11,300円を超える場合 当該月

における預かり保育料の額の合計額から

11,300円を控除して得た額 

（給食の実施） （給食の実施等） 

第14条 幼稚園は、在園する幼児に対し、給

食を実施する。 

第14条 千代田幼稚園及び昌平幼稚園では、

在園児に対し、給食を実施する。 

備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の

欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分

を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改 

める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

千代田区立幼稚園使用条例施行規則の一部改正について 

 

１ 改正趣旨 

区立幼稚園において預かり保育の拡充及び給食の提供を実施するため、千代田区立幼

稚園使用条例施行規則の一部を改正する。 

 

２ 改正内容 

(１) 預かり保育 

ア 午前７時３０分から短時間保育の開始時間まで実施 

イ 短時間保育の終了時間から午後６時３０分まで実施 

ウ 短時間保育の休業日（夏・冬・春の長期休業日等）に、午前７時３０分から午後６時３０ 

分まで実施 
 
(2) 給食 

ア お茶の水幼稚園で園給食を提供 

イ 麴町・九段・番町幼稚園で弁当給食を提供 

※原則として休業日を除く 

 

３ 議案 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

令和 7年 4月 1日 

教 育 委 員 会 資 料 

令和 7 年 3 月 31 日 

子 ど も 支 援 課 



1/1 

議案第16号 

 

   千代田区立こども園処務規程の一部改正 

 

千代田区立こども園処務規程（平成14年千代田区訓令第１号）の一部を次のように改正す

る。 

新（改正後） 旧（現 行） 

（所掌事務） （所掌事務） 

第１条 千代田区立こども園（以下「園」とい

う。）は、千代田区立こども園条例（平成13

年千代田区条例第35号）及び同条例施行規

則（平成14年千代田区規則第13号）並びに千

代田区立学校の管理運営に関する規則（昭

和53年千代田区教育委員会規則第４号）の

規定に基づき、乳幼児の育成に関する事務

をつかさどる。 

第１条 千代田区立こども園（以下「園」とい

う。）は、千代田区立こども園条例（平成13

年千代田区条例第35号）並びに同条例施行

規則（平成14年千代田区規則第13号）及び千

代田区立こども園の管理運営に関する規則

（平成14年千代田区教育委員会規則第１

号）の規定に基づき、乳幼児の育成に関する

事務をつかさどる。 

  備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の欄

中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分を加

える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。 

 



  

 

千代田区立学校の管理運営に関する規則等の一部改正について 

 

 

１ 改正趣旨 

預かり保育の拡充に伴う幼稚園使用条例施行規則（昭和６２年教育委員会規則第６号）の一

部改正に際し、関連する教育委員会規則を見直したところ、千代田区立こども園の管理運営に

関する規則（平成１４年教育委員会規則第１号）（以下「こども園管理運営規則」という。）の規定の

整備が必要となった。 

また、こども園管理運営規則は、千代田区立学校の管理運営に関する規則（昭和５３年教育委

員会規則第４号）（以下「学校管理運営規則」という。）に準じた内容で策定していることから、今

回の改正を機に学校管理運営規則の中にこども園管理運営規則の内容を規定し、こども園管理

運営規則は廃止することとする。 

 

２ 改正内容 

（１）第１条の目的にこども園を新たに追加する。 

（２）こども園の入園に関する特例に係る規定を新設する。（第３４条の２） 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

公布の日 

 

５ その他 

  こども園管理運営規則の廃止に伴い、千代田区立こども園処務規程（平成１４年教育委員会訓

令第８号）について、別紙のとおり所要の改正を行う。 

教 育 委 員 会 資 料 
令和 ７年 ３月 ３ １日 
子ども支援課・指導課 
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議案第17号 

千代田区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

千代田区立学校の管理運営に関する規則（昭和53年千代田区教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

新（改正後） 旧（現 行） 

目次 目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 小学校及び中学校（第３条―第22条） 第２章 小学校及び中学校（第３条―第22条） 

第３章 中等教育学校（第23条―第31条） 第３章 中等教育学校（第23条―第31条） 

第４章 幼稚園及びこども園（第32条―第35条） 第４章 幼稚園（第32条―第35条） 

第５章 雑則（第36条） 第５章 雑則（第36条） 

附則 附則 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

の規定に基づき、千代田区立幼稚園、（千代田

区立こども園条例（平成13年千代田区条例第35

号）で定めるこども園（以下「こども園」とい

う。）、小学校、中学校及び中等教育学校（次

条において「学校」という。）の管理運営に関

し、別に定めるもののほか、必要な事項を定め

ることを目的とする。 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

の規定に基づき、千代田区立幼稚園、小学校、

中学校及び中等教育学校（次条において「学校」

という。）の管理運営に関し、別に定めるもの

のほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（主幹教諭） （主幹教諭） 

第６条の３ 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、

特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かない

ことができる。 

第６条の３ 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、

特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かない

ことができる。 

２ 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受

けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒

の教育をつかさどる。 

２ 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受

けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒

の教育をつかさどる。 

３ 主幹教諭は、担当する校務について、所属職

員（ただし、市町村立学校職員給与負担法（昭

和23年法律第135号）第１条に規定する事務職員

及び学校栄養職員（以下「都費負担事務職員等」

という。）並びに千代田区長（以下「区長」と

いう。）任命に係る職員を除く。）を監督する。 

３ 主幹教諭は、担当する校務について、所属職

員（ただし、市町村立学校職員給与負担法（昭

和23年法律第135号）第１条に規定する事務職員

及び学校栄養職員（以下「都費負担事務職員等」

という。）並びに千代田区長任命に係る職員を

除く。）を監督する。 

４ 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が

別に定める基準に基づき、校長が決定する。 

４ 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が

別に定める基準に基づき、校長が決定する。 

５ 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当

する校務の範囲を決定したときは、委員会に報

告しなければならない。 

５ 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当

する校務の範囲を決定したときは、委員会に報

告しなければならない。 

６ 学校の実情に照らし必要があると認めるとき

は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の

一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつ

かさどる主幹教諭を置くことができる。 

６ 学校の実情に照らし必要があると認めるとき

は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の

一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつ

かさどる主幹教諭を置くことができる。 

７ 学校の実情に照らし必要があると認めるとき

は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の

一部を整理し、並びに生徒の栄養の指導及び管

理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。 

７ 学校の実情に照らし必要があると認めるとき

は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の

一部を整理し、並びに生徒の栄養の指導及び管

理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。 

第４章 幼稚園及びこども園 第４章 幼稚園 

（園長代理） （園長代理） 
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第33条 副園長の置かれていない幼稚園及びこど

も園にあっては、園長に事故あるとき又は園長

が欠けたときは、委員会は、園長代理を命ずる

ものとする。 

第33条 副園長の置かれていない幼稚園にあって

は、園長に事故あるとき又は園長が欠けたとき

は、委員会は、園長代理を命ずるものとする。 

２ （現行に同じ） ２ （略） 

 （こども園の入園に関する特例）  

第34条の２ 委員会は、保護者によるこども園の

入園申込に際し、千代田区立こども園条例施行

規則（平成14年千代田区規則第13号。第３項に

おいて「区規則」という。）第９条第３項の規

定に基づき区長から承認の可否を求められたと

きは、審査の上、入園を承認し又は承認しない

ものとする。 

 

２ 委員会は、次に掲げる場合においては、別に

定める幼稚園課程の開始に係る通知書を、区長

を経由して保護者に交付する。 

 

(１) 入園を申し込む年度の初日の前日におい

て３歳に達している幼児について前項の規定

により入園を承認したとき。 

 

(２) 現に在園している幼児で年度の末日まで

に３歳に達するものが、翌年度以降も引き続

き育成を希望するとき。 

 

３ 委員会は、こども園の入園を承諾された乳幼

児又は現に在園している乳幼児に係る当該承諾

の取消し又は育成の解除について、区規則第21

条第３項の規定に基づき区長から承認の可否を

求められたときは、調査の上、承認し又は承認

しないものとする。 

 

（準用規定） （準用規定） 

第35条 第３条（同条第１項第２号を除く。）、

第４条、第５条、第６条、第６条の６、第11条

の２から第11条の６まで、第13条、第14条、第

16条、第17条、第21条及び第22条の規定は、幼

稚園及びこども園に準用する。この場合におい

て、当該規定中「校長」とあるのは「園長」と、

「副校長」とあるのは「副園長」と、「小中学

校」とあるのは「園」と、第３条第１項及び第

２項中「学期及び休業日」とあるのは「学期」

と、第４条中「第63条（施行規則第79条におい

て準用する場合を含む。）」とあるのは「第39

条において準用する施行規則第63条」と、第５

条第１項中「第37条第４項（法第49条において

準用する場合を含む。）」とあるのは「第27条

第４項」と、第６条第５項中「第37条第６項（法

第49条において準用する場合を含む。）」とあ

るのは「第28条において準用する法第37条第６

項」と、第11条の５中「学習指導要領」とある

のは「幼稚園教育要領」と、第11条の６第３号

中「学年別授業日数及び授業時数の配当」とあ

るのは「教育日数及び教育時数」と読み替える

ものとする。 

第35条 第３条（同条第１項第２号を除く。）、

第４条、第５条、第６条、第６条の６、第11条

の２から第11条の６まで、第13条、第14条、第

16条、第17条、第21条及び第22条の規定は、幼

稚園に準用する。この場合において、当該規定

中「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」

とあるのは「副園長」と、「小中学校」とある

のは「園」と、第３条第１項及び第２項中「学

期及び休業日」とあるのは「学期」と、第４条

中「第63条（施行規則第79条において準用する

場合を含む。）」とあるのは「第39条において

準用する施行規則第63条」と、第５条第１項中

「第37条第４項（法第49条において準用する場

合を含む。）」とあるのは「第27条第４項」と、

第６条第５項中「第37条第６項（法第49条にお

いて準用する場合を含む。）」とあるのは「第

28条において準用する法第37条第６項」と、第

11条の５中「学習指導要領」とあるのは「幼稚

園教育要領」と、第11条の６第３号中「学年別

授業日数及び授業時数の配当」とあるのは「教

育日数及び教育時数」と読み替えるものとする。 
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備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（千代田区立こども園の管理運営に関する規則の廃止） 

２ 千代田区立こども園の管理運営に関する規則（平成 14年教育委員会規則第１号）は、廃止する。 

 



幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について 

 

 

１ 趣 旨 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の施行

に伴い、仕事と生活の両立を支援する観点から、勤務環境の整備等に関する規定を新設

することとなることから、関連する教育委員会規則の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

（１） 超過勤務制限の対象職員の拡大に伴う改正 （教育委員会規則第８条の２第７項） 

 

現行 改正後 

・３歳に満たない子のある職員が当該子

を養育するために請求した場合には、職

務に支障がある場合を除き、超過勤務を

させてはならない。 

・小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員が当該子を養育するために請求

した場合には、職務に支障がある場合を

除き、超過勤務をさせてはならない。 

 

（２） 子の看護休暇の取得事由拡大に伴う改正（教育委員会規則第２２条の２関係） 

①子の看護休暇の名称の改正（「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める） 

 

②取得事由の拡大 

現行 改正後 

・負傷、疾病による看護 

・予防接種、健康診断 

・負傷、疾病による看護 

・予防接種、健康診断 

・感染症に伴う学級閉鎖等 

・子の行事参加（入園・入学・卒園式） 

 

（３） 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境等の整備 （新設） 

介護離職防止のため、教育委員会の措置義務を明記 

（教育委員会規則第３０条の３、第３０条の４、第３０条の５及び第３０条の６の新設） 

①介護が必要な旨を申し出た職員に対し、仕事と介護の両立支援に係る制度について

の周知及びその請求等の意向確認 

 

教育委員会資料 

令和７年３月 31日 

指 導 課 



②職員への仕事と介護の両立支援に係る制度に関する早期の情報提供 

 

③仕事と介護の両立支援に係る制度の円滑な請求等が行われるための同制度の利用

に際する勤務環境の整備（研修実施・相談体制整備等） 

 

４ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

５ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 



議案第18号

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年千代田区教育

委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

(育児又は要介護者の介護を行う職員の

超過勤務の佑邨即

第8条の2 (現行に同じ)

2から6ま,で(現行に同じ)

7 超過勤務制限開始日から起算して第1

項の規定による請求に係る期間を経過す

る日の前日までの間に、次の各号に掲げる

いずれかの事由が生じた場合には、同項の

規定による請求は、超過勤務制限開始日か

ら当該事由が生じた日までの期間につい

ての請求であったものとみなす。

(1)前項各号に掲げるいずれかの事由

が生じた場合

(2)当該請求に係る子が、小学校就学の

始期に達した場合

(改正後)

(育児又は要介護者の介護を行う職員の超

過勤務の制限)

第8条の2 (略)

2から6まで(略)

7 超過勤務制限開始日から起算して第1項

の規定による請求に係る期間を経過する日

の前日までの間に、次の各号に掲げるいず

れかの事由が生じた場合には、同項の規定

による請求は、超過勤務制限開始日から当

該事由が生じた日までの期間についての請

求であったものとみなす。

(1)前項各号に掲げるいずれかの事由が

生じた場合

(2)当該請求に係る子が、条例第Ⅱ条の

第22条の2 子の看護等休暇は、12歳に達す

(子の看護等休暇)

旧(現行)

る日以後の最初の3月31日までの間にあ

る子(配偶者等の子を含む。以下この項に

おいて同じ。)を養育する職員が、その子

(次項において「養育する子」という。)

の看護等(負傷し、又は疾病にかかったそ

の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和

子の看護休暇は、一会計年度において、1

33年法律第56号)第20条の規定による学

の休業その他これに準ずる事由に伴うそ

の子の世話を行うこと又はその子の教月

若しくは保育に係る行事への参加をする

ことをいう。)、予防接種の付き添い又1

健康診断の付き添いのため勤務しないこ

とが相当と認められる場合の休暇とする。

2 子の看護等休暇は、一会計年度におし

2第1項の規定による請求にあっては3

歳に、条例第H条の3第1項の規定によ

る請求にあっては小学校就学の始期に達

した場合

(子の看護休暇)

第22条の2 子の看護休暇は、12歳に達する

日以後の最初の3月31日までの間にある子

(配偶者等の子を含む。以下この項におい

て同じ。)を養育する職員が、その子(次項

において「養育する子」という。)の看護(負

傷し、又は疾病にかかったその子の世話を

行うことをいう。)、予防接種の付き添い又

は健康診断の付き添いのため勤務しないこ

とが相当と認められる場合の休暇とする。

2
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新



て、 1日を単位として5日(養育する子が

2人以上の場合にあっては、10日とする。)

以内で必要と認められる期間を承認する。

ただし、職務に支障がないと認められると

きは、1時間を単位として承認することが

できる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、勤務

日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一

でない育児短時間勤務職員等及び定年前

再任用短時間勤務職員の子の看護等休E

は、1時間を単位として承認する。ただし、

勤務日の正規の勤務時間すべてについて

子の看護等休暇の請求があった場合には、

当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を

単位として承認することができる。

4 子の看護等休暇の残日数すべてについ

て請求があった場合において、当該残日数

に1時間未満の端数があるときは、当該残

日数のすべてを承認することができる。

5 第2項ただし書の規定による承認(勤務

日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一

でない育児短時間勤務職員等及び定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、第3項

に規定する時間数を単位として承認され

た子の看護等休暇を含む。)については、

日を単位として5日(養育する子が2人以

上の場合にあっては、10日とする。)以内で
必要と認められる期間を承認する。ただし、

職務に支障がないと認められるときは、 1

時間を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、勤務
日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一で

ない育児短時間勤務職員等及び定年前再任
用短時間勤務職員の子の看護休暇は、 1時

7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定
年前再任用短時間勤務職員にあっては、そ

の者の1日当たりの平均勤務時間(5分未

満の端数があるときは、これを切り上げて

5分単位にした時間))の承認をもって 1

日の承認とするものとする。

6 教育委員会は、子の看護等休暇を承認す

間を単位として承認する。ただし、勤務日の

正規の勤務時間すべてについて子の看護休

暇の請求があった場合には、当該勤務日の

正規の勤務時間の時間数を単位として承認

することができる。

4 子の看護休暇の残日数すべてについて請

求があった場合において、当該残日数に1

時間未満の端数があるときは、'当該残日数

のすべてを承認することができる。

5 第2項ただし書の規定による承認(勤務
日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一で

ない育児短時間勤務職員等及び定年前再任

用短時間勤務職員にあっては、第3項に規

定する時間数を単位として承認された子の

看護休暇を含む。)については、 7時間45分

るときは、当該休暇に係る事実を確認でき

る証明書等の提出を求めることができる。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至

つた職員に対する意向確認等)

第30条の3 条例第18条の3第1項の教育

委員会規則で定める制度又は措置(以下
「介護両立支援制度等」という。

に掲げる制度又は措置とする。

(1)条例第18条第1項に規定する介護休

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用
短時間勤務職員にあっては、その者の1日

当たりの平均勤務時間(5分未満の端数が
あるときは、これを切り上げて5分単位に

した時間))の承認をもって 1日の承認とす

るものとする。

6 教育委員会は、子の看護休暇を承認する

暇

(2)条例第18条の2第 1項に規定する介

護

( 3 )

間

条例第Ⅱ条第1項の規定による深夜

勤務の制限

(4)条例第Ⅱ条の2第1項の規定による

ときは、当該休暇に係る事実を確認できる

証明書等の提出を求めることができる。

は、次
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超過勤務の制限

(5)条例第Ⅱ条の3第1項の規定による

超過勤務の制限

(6)条例第17条第1項に規定する短期の

第30条の4 条例第18条の3第1項の教育

介護休暇

委員会規則で定める事項は、次に掲げる事

項とする。

(2)介護両立支援制度等の申告先、請求

介護両立支援制度等

先又は申請先

法律第152号第70条の4第1項に規定す

地方公務員等共済組合法(昭和37年

る介護休業手当金その他これに相当する

2

給付に関する必要な事項

条例第18条の3第1項又は第2項の規

定により、職員に対して、前項各号に掲げ

る事項を知らせる場合は、次の各号に掲げ

るいずれかの方法同条第1項の規定によ

る場合における第3号に掲げる方法につ

いては、当該職員が希望する場合に限る。

によって行わなければならない。

( 1 )

(2

( 3 )

面談による方法

面を交付する方法^

る者を特定して情報を伝達するために

電

用いられる電気通信(以下「電子メール

子メールその他のその受信をす

等」という 0

職員が当該電子メール等の記録を出力

することにより書面を作成することが

第30条の5 条例第18条の3第1項の教育

できるものに限る。

委員会規則で定める措置(第3号に掲げる

措置にあっては、職員が希望する場合に限

の送信による方法(当該

る。)は、次に掲げる措置とする。

( 1 )

( 2 )

( 3 )

面談

面の交付^

該電子メール等の記録を出力すること

電

により書面を作成することができるも

子メール等の送信(当該職員が当

のに限る。

第30条の6 条例第18条の4第 1項第3号

(勤務環境の整備に関する措置)

の教育委員会規則で定める介護両立支援

制度等に係る勤務環境の整備に関する措

置は、次に掲げる措置とする。

職員の介護両立支援制度等の利用
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に関する事例の収集及び職員に対する

当該事例の提供

及び介護両立支援制度等の利用の促進

職員に対する介護両立支援制度等

に関する方針の周知

備考

1 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正卸
の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正イ
部分を加える。

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。
3 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に
める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。
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